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１ 開催日時  令和３年４月８日（木）午後３時００分から午後３時４０分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階大会議室 

３ 出席委員（８名） 

会     長   ８番 大野 久男 

会長職務代理者   ７番 朝倉 友子 

委     員   １番 芝野 茂 

          ２番 長谷川 貴子 

３番 杉田 裕 

４番 小川 博 

５番 岩井 秀喜 

６番 鈴木 薫 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

   第２ 会議書記の指名 

   第３ 議事 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について 

議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配

分計画（案）に対する意見について 

報告第 1号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書につ 

いて 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地法第４条許可に伴う工事完了報告と転用事実確認証明願

について 

報告第４号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告と転用事実確認証明願

について 

     そ  の  他   

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局長  湯浅 実 

農業委員会事務局次長 小川 浩昭 

農業委員会事務局主査 青木 秀直 

 

７ 農地利用最適化推進委員（５名） 

   日暮 秀男  竹本 昌男  藤﨑 敦之  加藤 昌宏  中島 義晴 
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◎開会                         午後３時００分開会 

○事務局長（湯浅実） 

それでは、はじめさせていただきます。起立、礼。 

                      

○議長（大野久男）  

ただ今より、令和３年第４回栄町農業委員会総会を開会します。本日は委員８名中

８名出席ですので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項により、総会は成立し

ております。 

 

◎議事録署名委員の指名 

○議長（大野久男） 

議事日程第１の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただいて異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（大野久男） 

それでは、１番 芝野茂委員、２番 長谷川貴子委員にお願いします。 

                                       

◎会議書記の指名 

○議長（大野久男） 

議事日程第２の会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員会事務

局職員の小川氏と青木氏を指名します。 

                                        

○議長（大野久男） 

それでは議事に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とし、整理番号

１について、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１ページ 議案第１号整理番号１についてご説明させていただきます。 

場所については、２ページをご覧ください。 

農地の所在は、南字下耕地、地目は登記簿が畑、現況は田、農振農用地で面積は５

２８㎡他１筆で９３１㎡です。 

譲渡人・譲受人・経営面積は記載のとおりです。 

本件は、農地の売買により所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請し

たものです。譲受人の労力総数は３人、申請事由は、譲渡人が相続した農地の一部処

分になり、譲受人は経営規模の拡大を図るものでございます。 

それでは、農地法第３条第２項各号の審査基準に適合するかどうか検討した結果を

ご説明いたします。 

まず、耕作の事業に必要な機械の所有状況、農業に従事する者の数等から、同項第
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１号の全部効率利用要件及び、同項第４号の農作業常時従事要件は問題ないと思われ

ます。 

次に、譲受人は法人ではなく、また信託行為ではないので、同項第２号の法人要件

及び第３号の信託の禁止は該当いたしません。 

次に、譲受人の耕作面積は５０アールを超えておりますので、同項第５号の下限面

積要件は問題ありません。 

次に、申請地は譲渡人の自作地なので、同項第６号の転貸等の禁止は該当いたしま

せん。 

最後に、同項第７号の地域との調和要件ですが、申請地は陸田になり、譲受人は許

可後も水稲を作付けする計画であり、問題ないと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、現地調査を行っておりますので、その結果を報告願います。 

 

○４番（小川博） 

今回、申請された南の農地については、現地を確認したところ陸田として利用され、

申請地は適正な管理が行われている状況で、問題はないと思われます。 

 

○議長（大野久男） 

続いて、農地利用最適化推進委員の中島さんから、ご発言がありましたらお願いし

ます。 

 

○農地利用最適化推進委員（中島義晴） 

問題ないと思われます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願いま

す。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

 議案第１号整理番号１を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号１については、許可することに決定しまし

た。 
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○議長（大野久男） 

次に、議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認に

ついて、を議題とし、整理番号１から整理番号７までは、農地中間管理事業の案件に

なりますので、一括して事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、３ページ 議案第２号整理番号１から整理番号７までについてご説明い

たします。 

場所につきましては、９ページから１５ページまでをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が北辺田字古新田、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は１，８３５㎡他１筆で、合計２，９７０㎡です。 

続いて、整理番号２ 農地の所在が興津字後谷津、地目は登記簿・現況共に田、農

振農用地で面積は４２６㎡他３筆で、合計３，４１６㎡です。 

続いて、整理番号３ 農地の所在が須賀字鳥喰、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は１，８９５㎡他８筆で、合計１８，１３５㎡です。 

続いて、整理番号４ 農地の所在が興津字四反町、地目は登記簿・現況共に田、農

振農用地で面積は３３３㎡他１筆で、合計１，０５４㎡です。 

続いて、整理番号５ 農地の所在が曽根字曽根、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は２，３８９㎡他５筆で、合計１５，１４９㎡です。 

続いて、整理番号６ 農地の所在が安食字大洲、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は１，９８３㎡他６筆で、合計１２，８８９㎡です。 

最後に、整理番号７ 農地の所在が押付字下、地目は登記簿・現況共に原野で面積

は２１１㎡他９筆で、合計４，６４７㎡です。 

内容は、農地中間管理権の取得で、貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

期間は、令和３年４月２０日から令和１３年４月１９日までの１０年間となっており

ます。 

本件と次の議案第３号につきましては、農地中間管理事業を活用した農地の利用集

積になります。 

農地中間管理事業は、農地を農地中間管理機構である公益社団法人千葉県園芸協会

に一旦預け、その後担い手農家に貸し付けるというものです。本件は、千葉県園芸協

会が農業経営基盤強化促進法により７名の貸付人から農地を預かるため、農地の中間

管理権を取得するものです。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 
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 議案第２号整理番号１を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号１については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第２号整理番号２を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号２については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第２号整理番号３を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号３については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第２号整理番号４を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号４については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第２号整理番号５を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号５については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第２号整理番号６を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号６については、原案のとおり決定しました。 
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○議長（大野久男） 

 最後に、議案第２号整理番号７を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号７については、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第２号整理番号８について、事務局の説明を求めます。なお、整理番号

８については、小川委員に関連する議案ですので、ここで退席をお願いします。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、８ページ 議案第２号整理番号８についてご説明いたします。 

場所については１６ページをご覧ください。 

農地の所在が北字北、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は４，６９８

㎡です。 

貸付人、借受人、経営面積はそれぞれ記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は、

１．５俵相当額で、期間は令和３年４月２０日から令和１３年４月１９日までの１０

年間となっております。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借権の設定により、規模拡大を図る

ものでございます。 

借受人は認定農業者になり、耕作状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の

数等から見て農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の許可基準の地域との調和要件、

全部効率利用要件及び常時農作業従事要件を全て満たしており問題はないと思われま

す。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第２号整理番号８を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２号整理番号８については、原案のとおり決定しました。

小川委員は、入室し着席をお願いします。 
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○議長（大野久男） 

次に、議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分

計画（案）に対する意見について、を議題とし、整理番号１から整理番号５までにつ

いて、一括して事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１７ページ、議案第３号について、整理番号１から５まで、一括してご

説明させていただきます。 

場所については、先ほどの議案第２号と同じになりまして、９ページから１２ペー

ジまでをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が北辺田字古新田、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は１，８３５㎡他１筆で２，９７０㎡です。 

次に整理番号２ 農地の所在が興津字後谷津、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は４２６㎡他５筆で４，４７０㎡です。 

次に整理番号３ 農地の所在が須賀字鳥喰、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は１，８９５㎡他２筆で７，８９５㎡です。 

次に整理番号４ 農地の所在が須賀字浅間入、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は４９９㎡他１筆で２，５８０㎡です。 

最後に整理番号５ 農地の所在が須賀字町田、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は１，５７７㎡他３筆で７，６６０㎡です。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。

また、１０ａあたりの賃借料は、整理番号２が筆によって１俵、１俵相当額、１．５

俵となり、その他は１．５俵になります。期間は全て令和３年４月２０日から令和１

３年４月１９日までの１０年間となっております。 

本件は、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人とな

り、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。この５件の借受人に

ついては、地域の担い手農家や認定農業者であり、耕作等の状況、農機具の所有状況、

農作業に従事する者の数等からみて全部効率要件及び農作業常時従事要件は問題ない

と思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第３号整理番号１について、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の

方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号１については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第３号整理番号２について、町に対し、意見なしとして回答することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号２については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第３号整理番号３について、町に対し、意見なしとして回答することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号３については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第３号整理番号４について、町に対し、意見なしとして回答することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号４については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

最後に、議案第３号整理番号５について、町に対し、意見なしとして回答すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号５については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 続いて、議案第３号整理番号６について、を議題とし、事務局の説明を求めます。

なお、整理番号６については、小川委員に関連する議案ですので、ここで退席をお願
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いします。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２０ページ、議案第３号整理番号６について、ご説明いたします。 

場所については、議案第２号と同じになりまして、１３ページをご覧ください。 

農地の所在が曽根字曽根、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は２，３

８９㎡他５筆で、合計１５，１４９㎡です。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。

１０アール当たりの賃借料は、１．５俵になります。期間は、令和３年４月２０日か

ら令和１３年４月１９日までの１０年間となっております。 

この案件も、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人

となり、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。 

この借受人については、認定農業者になり、耕作等の状況、農機具の所有状況、農

作業に従事する者の数等からみて全部効率利用要件及び農作業常時従事要件は問題な

いと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第３号整理番号６について、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号６については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。小川委員は、入室して着席をお願いします。 

 

○議長（大野久男） 

 続いて、議案第３号整理番号７について、を議題とし、事務局の説明を求めます。

なお、整理番号７については、芝野委員に関連する議案ですので、ここで退席をお願

いします。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２１ページ、議案第３号整理番号７について、ご説明いたします。 

場所については、議案第２号と同じになりまして、１４ページをご覧ください。 

農地の所在が安食字大洲、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は１，９

８３㎡他６筆で、合計１２，８８９㎡です。 
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内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。

１０アール当たりの賃借料は１．５俵、期間は、令和３年４月２０日から令和１３年

４月１９日までの１０年間となっております。 

この案件も、農地の中間管理権を取得する公益社団法人千葉県園芸協会が、転貸人

となり、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なうものです。 

この借受人についても、認定農業者になり、耕作等の状況、農機具の所有状況、農

作業に従事する者の数等からみて全部効率利用要件及び農作業常時従事要件は問題な

いと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第３号整理番号７について、町に対し、意見なしとして回答することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第３号整理番号７については、農業委員会として意見がない

旨回答することに決定しました。芝野委員は、入室して着席をお願いします。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２２ページ 報告第１号についてご説明させていただきます。 

 場所は２３ページをご覧ください。 

 譲渡人・譲受人は記載のとおりです。申請地は、安食字柚の木、地目は登記簿・現

況共に畑、面積は９４㎡他３筆で、合計２，８６８㎡になります。転用目的は専用住

宅用地で、受理年月日は令和３年３月２９日でございます。 

本件は、市街化区域内の農地について、所有権移転を伴う専用住宅用地として農地

転用届出があったため、届出書の受理決定の専決処分をしたものです。農地転用の届

出書の提出があった場合、遅滞なく受理又は不受理の決定に係る専決処分をすること

とされておりますので、届出書の記載事項および添付書類の確認、また現地を確認の

うえ適正と判断できたため、受理を決定したものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 
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○議長（大野久男） 

この案件は、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説

明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２４ページ、報告第２号整理番号１から３について、ご説明させていた

だきます。 

場所につきましては、２６ページから２９ページまでをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が北字北、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積

は４，４３７㎡のうち３，６００㎡他２筆で、合計６，００８㎡です。 

続いて、整理番号２ 農地の所在が四箇字上耕地、地目は登記簿・現況共に田、農

振農用地で面積は８８９㎡です。 

最後に、整理番号３ 農地の所在が安食字前新田、地目は登記簿・現況共に田、面

積は２４７㎡他５筆で、合計５，４７８㎡です。 

貸付人、借受人、転貸人、解約の申し入れ日、解約の成立日、土地の引き渡し日、

解約の通知日は記載のとおりです。 

 本件は、賃貸借契約により借受人が耕作していた農地について、転貸人又は貸付人

と借受人が話し合いの結果、双方合意のうえ契約を解除し、農地を転貸人又は貸付人

に返すということで、その旨を書面で農業委員会に通知してきたものでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

この案件も、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第３号 農地法第４条許可に伴う工事完了報告と転用事実確認証明願い

について、事務局の説明を求めます。 
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〇事務局長（湯浅実） 

それでは、３０ページ、報告第３号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、３１ページをご覧ください。 

本件は、申請人より工事完了報告書及び転用事実確認証明願の提出があり、栄町農

業委員会事務局規定第６条第１４号の規定により、令和３年２月２６日に現地を確認

し、あわせて転用事実確認証明書を交付したものです。 

申請地は、興津字新地、地目は登記簿・現況共に畑、面積は４９７㎡他６筆で、合

計３，１９２㎡です。転用目的は、貸堆肥置場並びに貸駐車場（１８台）及び貸積替

場用地になります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

この案件も、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第４号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告と転用事実確認証明願い

について、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、３２ページ、報告第４号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、３４ページをご覧ください。 

本件も、申請人より工事完了報告書及び転用事実確認証明願の提出があり、栄町農

業委員会事務局規定第６条第１４号の規定により、令和３年２月２６日に現地を確認

し、あわせて転用事実確認証明書を交付したものです。 

整理番号１ 興津字新地、地目は登記簿・現況共に畑、面積は３５３㎡です。 

次に、整理番号２ 興津字新地、地目は登記簿・現況共に畑、面積は２７７㎡です。 

最後に、整理番号３ 興津字新地、地目は登記簿・現況共に畑、面積は２１８㎡で

す。転用目的は、すべて貸堆肥置場用地になります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

この案件も、報告だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願い

します。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で報告第４号を終わります。 
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○議長（大野久男） 

以上で本日の議案の審議はすべて終了しました。その他の件について、委員からご

発言があれば挙手をお願いします。 

（挙手なし） 

○議長（大野久男） 

 よろしいですか、それでは以上をもちまして令和３年第４回総会を閉会します。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                            午後３時４０分閉会 

 


